
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 離婚で居住用不動産を財産分与した場合 

Ｑ：私はこの度、妻と離婚することになり、

協議の結果、居住していたマンションを妻に

譲ることになりました。 

 この場合、私と妻には、どのような税金が

かかりますか？ 

  
Ａ：あなたには、所得税が課されますが、

奥様には、税金はかかりません。 

【解説】 

 民法の定めでは、離婚があった場合には、

夫婦の一方がその相手方に対して、財産分与

の請求ができることとなっています。 

 この財産分与を、金銭以外の資産の引渡し

により行った場合は、その分与した者が、そ

の資産を時価で譲渡したものとして、所得税

が課されることとされています。 

 これは、資産を引き渡すことによって、財

産分与の義務が消滅したという、経済的利益

を受けた、という考え方によるものです。 

 一方、財産分与を受けた奥様については、 

離婚による財産分与は、婚姻中夫婦で協力し

て築きあげた財産の精算、という性格のもの

であるため、贈与税の対象とはならないこと

とされています。 

 ただし、取得した財産の額が、婚姻中に夫

婦によって得た財産の額やその他の事情を考

慮してもなお過大であると認められるときは、

その過大な部分については贈与税が課される

ことになります。 
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